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対象

設置場所

パブリック・コメントの実施について
パブリック・コメントは、和光市市⺠参加条例第10条の規定に基づき、広く市⺠に意⾒を募集す
る⼿続きです。

令和７年１⽉８⽇（⽔）〜１⽉２８⽇（⽕）

市内在住・在勤・在学者、
市内の事業者・法⼈その他の団体、
市に納税義務のある⽅、この案件に利害関係のある⽅

期間

説明会
1/●（⼟）●：●〜●：● 総合児童センター『わぴあ』
1/21（⽕）11：30〜12：00 北⼦育て世代包括⽀援センター
1/22（⽔）10：40〜11：10 南⼦育て世代包⽀援センター

【資料３】

⼦ども家庭⽀援課窓⼝、市役所３階⾏政資料コーナー、図書館、公⺠
館、⼦育て世代包括⽀援センター、児童センター(館)、幼稚園、保育園、
⼩規模保育事業所、認可外保育園施設等、市ホームページ

年齢制限はありません



02

対象

説明会

こども意⾒募集

令和７年１⽉８⽇（⽔）〜１⽉２８⽇（⽕）

こども

期間

1/●（⼟）●：●〜●：● 総合児童センター『わぴあ』
1/●（●）●：●〜●：● 下新倉児童館
1/●（●）●：●〜●：● 南児童館

パブリック・コメントとは別に、児童館・児童センター、図書館、公⺠館に意⾒箱を設置し、こ
ども計画のこども版に関する感想、意⾒や、各事業についての意⾒を募集します。(無記名）

こども版説明会
こども計画のこども版について、分かりやすく説明します。


